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滝沢市自治基本条例の構造 その①

前 文

前 文

市民憲章
第４条

めざす地域の姿
第５条

基本原則
第６条

理念及び原則

条例の目的
言葉の定義
位置づけ：最高規範性

市民憲章：市民の想いの象徴
めざす地域の姿：どのような地域にするか
基本原則：「めざす地域の姿」を実現させる
ためのルール（＝自治の仕組み）

目 的
第１条

定 義
第２条

条例の位置づけ
第３条

理念及び原則

住 民
第８条第１・２項

行 政
第８条第３項

議 会
第８条第４項

協働における役割

協働による地域づくり

協働による地域づくり
第７条

【地域づくりの大前提】
「住民」「行政」「議会」三者による地域づくり

【それぞれの主体の役割】
住民：地域づくりの担い手、市政に参加
行政：住民への支援、各事業計画等の策定
議会：行政の監視・評価

自
治
の
仕
組
み

自治の仕組み

住民の想い
条例制定の背景
市民が主体となった住民自治
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滝沢市自治基本条例の構造 その②

「事業実施の仕組み」（総合計画）
「情報共有」の仕組み
「住民参加」の仕組み

「地域」活動の原則、役割
「行財政」運営の原則、役割
「議会」運営の原則、役割

地域コミュニティ
第１３～１５条

行 政
第１６～２１条

議 会
第２２～２４条

運営の原則

①
危
機
管
理
体
制
の
確
立
と

地
域
づ
く
り
の
連
携

総合計画
第９条

情報共有等
第１０条

市政参加等
第１１・１２条

地域づくりの推進

②
権
利
と
責
務

③
公
正
と
信
頼
の
確
保

④
条
例
の
実
効
性
の
確
保

①危機管理体制の確立と地域づくりの連携
・大規模災害等の発生を想定した体制
・市内の大学や企業等との連携
・広域連携

②権利と責務
・「市民」の権利と責務
・「市長」「市職員」「議員」の責務

③公正と信頼の確保
・公益通報等の対応
・政治倫理、公務員倫理の確立

④条例の実効性の確保
・検証委員会の設置等

自
治
の
仕
組
み

「自治の仕組み」を支える４つの柱

第２５～２６条 第２７～３０条 第３１～３３条 第３４～３６条
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滝沢市自治基本条例と議会基本条例

市民に開かれた議会運営を行うよう努める

運営に関する事項の議会評価をする

機能、役割その他について条例を定める
議会運営の原則

第２２条

議会評価
第２３条

議会の運営等に
関する条例

第２４条

自治基本条例における 議会運営の原則

自治基本条例 第２３条 議会基本条例 第３５条

条項 内 容 条項 内 容

第１項

議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うた
め、さらには継続した議会改革を行うため、政策
立案、自治立法活動、調査活動その他議会活
動の運営に関する事項について議会評価を実
施するものとします。

第１項

議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うた
め、さらには継続した議会改革を行うため、政策
立案、自治立法活動、調査活動等の全ての事
項について議会評価を実施するものとする。

第２項
前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うと
ともに、これを議会運営に反映させるものします。

第３項

議会は、第１項の議会評価の結果に基づき、政
策立案等の見直しを行うとともに、これを議会運
営に反映させるものとする。

第３項
議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民
が参加できるよう努めるとともに、議会評価の結
果を公表するものとします。

第２項
議会は、第１項の議会評価を１年毎に行い、評
価の結果を市民に公開するものとする。

第４項
議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民
が参加できるよう努めるものとする。


